
JP 5540884 B2 2014.7.2

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冊子状の媒体のページに対して所定の処理を行う媒体処理装置において、
　重なった媒体をずらして分離する分離手段と、
　前記分離手段により重なった媒体を分離した後、当該分離後の長さを検出して重走検知
を行う検出手段とを備え、
　前記分離手段は、めくり処理部であり、
　前記めくり処理部は、
　前記冊子状の媒体のページをめくるための回転可能なめくりローラと、
　前記冊子状の媒体を搬送する搬送ローラと、
　前記搬送ローラに対向して設けられ、前記搬送ローラに圧接する状態と前記搬送ローラ
から離れる状態の切替えが可能なプレスローラと、
　を含み、
　前記プレスローラが前記搬送ローラから離れる状態のとき、前記めくりローラを回転さ
せることで重なった媒体を分離させることを特徴とする媒体処理装置。
【請求項２】
　前記めくり処理部は、
　前記重なった媒体の下側の媒体に当接する当接部材をさらに備え、
　前記当接部材は、前記下側の媒体に当接することで前記重なった媒体の上側の媒体と分
離させることを特徴とする請求項１に記載の媒体処理装置。
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【請求項３】
　前記当接部材は、ロワガイドであり、
　前記ロワガイドは、前記下側の媒体に当接することで、前記上側の媒体に引きずられて
移動することがないことを特徴とする請求項２に記載の媒体処理装置。
【請求項４】
　前記めくり処理部は、
　前記めくりローラと前記ロワガイドを、アーム支点軸を支軸として回動可能とするアー
ム部をさらに備え、
　前記アーム部を回動させることで、前記めくりローラと前記ロワガイドがともに回動す
ることを特徴とする請求項３に記載の媒体処理装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、通帳などの冊子状の媒体を取扱う媒体処理装置おいて媒体の重走を確実に検
知する技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、伝票や通帳などの媒体を取り扱う媒体処理装置では、積層して収納した媒体を
１枚または１冊ごとに繰り出して所定の処理を行い排出するようになっている。このとき
、媒体間の摩擦等により、複数の媒体が重なって繰り出され重走する場合がある。
【０００３】
　このように重走すると所定の処理を行うことができないため、媒体の長さを搬送センサ
により検知し所定の長さ以上の場合、重走と判定し重なった媒体を分離する手段を備えて
いる。
【０００４】
　例えば、搬送路上に重走媒体を分離する分離ローラ対を設け、センサにより媒体を検知
すると対向する分離ローラの一方を減速して搬送するようにして重走媒体を分離する技術
はあった（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　或いは、搬送ローラ対を個別に接離可能に構成し、払込書と通帳とが重なった状態で挿
入されたことを検知すると、個々の搬送ローラ対ごとの搬送ローラどうしの接離状態を個
別に制御して重なった払込書と通帳を分離する技術はあった（例えば、特許文献２参照）
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０４－０８５２２８号公報
【特許文献２】特開２００３－２４６５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上記従来の媒体処理装置では、新たに分離機構を設ける必要があり、ま
た、媒体の厚さが変化した場合、分離することが困難な場合があった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、前述の課題を解決するため次の構成を採用する。すなわち、冊子状の媒体の
ページに対して所定の処理を行う媒体処理装置において、重なった媒体をずらして分離す
る分離手段と、前記分離手段により重なった媒体を分離した後、当該分離後の長さを検出
して重走検知を行う検出手段とを備え、前記分離手段は、めくり処理部であり、前記めく
り処理部は、前記冊子状の媒体のページをめくるための回転可能なめくりローラと、前記
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冊子状の媒体を搬送する搬送ローラと、前記搬送ローラに対向して設けられ、前記搬送ロ
ーラに圧接する状態と前記搬送ローラから離れる状態で切替え可能なプレスローラと、を
含み、前記プレスローラが前記搬送ローラから離れる状態のとき、前記めくりローラを回
転させることで重なった媒体を分離させるようにした。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の媒体処理装置によれば、冊子状の媒体のページに対して所定の処理を行う媒体
処理装置において、重なった媒体をずらして分離する分離手段と、前記分離手段により重
なった媒体を分離した後、当該分離後の長さを検出して重走検知を行う検出手段とを備え
、前記分離手段は、めくり処理部であり、前記めくり処理部は、前記冊子状の媒体のペー
ジをめくるための回転可能なめくりローラと、前記冊子状の媒体を搬送する搬送ローラと
、前記搬送ローラに対向して設けられ、前記搬送ローラに圧接する状態と前記搬送ローラ
から離れる状態で切替え可能なプレスローラと、を含み、前記プレスローラが前記搬送ロ
ーラから離れる状態のとき、前記めくりローラを回転させることで重なった媒体を分離さ
せるようにしたので、新たに分離機構を設ける必要もなく、また、媒体の厚さが変化した
場合でも、確実に分離して重走検知を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】実施例１の媒体処理装置の構成図である。
【図２】実施例１の媒体処理装置のめくり処理部の構成図である。
【図３】実施例１の媒体処理装置のめくり処理部の頁めくりの動作説明図である。
【図４】実施例１の媒体処理装置の動作説明図である。
【図５】実施例１の媒体処理装置のめくり処理部の重走検知の動作説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係わる実施の形態例を、図面を用いて説明する。なお、図面に共通する
要素には同一の符号を付す。
【実施例１】
【００１２】
　（構成）
　図１は、実施例１の媒体処理装置１の構成図を示す。同図に示したように、実施例１の
媒体処理装置１は、各種の冊子状の媒体２０を積層して収納するスタッカＡ～Ｄ（１５ａ
～１５ｄ）と、媒体２０を搬送する搬送路９と、複数の搬送ローラ２と、媒体２０に対し
て印字を行う印字部３と、媒体２０に印刷された頁マーク等を読み取る読み取り部４と、
媒体２０の頁をめくるめくり処理部５と、顧客が媒体２０を挿入或いは顧客に排出する挿
入口１６と、分離できない媒体２０や不良媒体を収納するリジェクト部１７とから構成さ
れる。なお、めくり処理部５近傍に設けられた後述の第１の搬送センサ６ａ、第２の搬送
センサ６ｂの他にも、符号を付していないが、搬送路近傍に媒体位置を検出するための搬
送センサが複数設けられている。
【００１３】
　図２は、実施例１の媒体処理装置１のめくり処理部５の詳細な構成を示す図である。同
図に示したように実施例１のめくり処理部５は、めくり処理部５に搬入される媒体や搬出
される媒体の位置を検出できるようにめくり処理部５両端近傍に設けられた第１の搬送セ
ンサ６ａおよび第２の搬送センサ６ｂと、媒体２０を搬送する第１の搬送ローラ２ａおよ
び第２の搬送ローラ２ｂと、当該搬送ローラに対向して第１のプレスローラ７ａおよび第
２のプレスローラ７ｂを備え、第２のプレスローラ７ｂは重なる媒体厚さの変動を考慮し
て回動可能な構成とし図示しない駆動源により第２の搬送ローラ２ｂに圧接する状態と第
２の搬送ローラ２ｂから所定の角度離れる状態の切替えができるようになっている。
【００１４】
　また、めくりローラ８は、図示しない駆動源によって回転可能となっており、また、詳
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細後述のように、アーム部としてのめくりローラアーム１４を備えめくりローラアーム１
４に固着されているロワガイド１１とともに図示しない駆動源によりアーム支点軸９を支
軸として搬送上流側に傾斜させることができる構成となっている。
【００１５】
　また、めくりローラ８の外周の一部はゴムなどの摩擦係数が高い材質の小片からなるチ
ップ部１０が備えられており、チップ部１０は、めくりローラ８の回転とともに回転し、
媒体搬送時は搬送路９側と反対の位置に固定し搬送される媒体２０との摩擦が発生しない
ようになっている。
【００１６】
　また、開閉ガイド１２ａおよび１２ｂはそれぞれ支点１３ａおよび１３ｂを軸として図
示しない駆動源によってめくりローラ８周辺の搬送路９の上部を開閉できるようになって
いる。
【００１７】
　（動作）
　以上の構成により実施例１の媒体処理装置１は以下のように動作する。この動作を図３
ないし図５の動作説明図を用いて以下詳細に説明する。
【００１８】
　（記帳等の動作）
　最初に、顧客が通帳等の媒体２０に取引履歴を印字する記帳取引を選択した場合のめく
り処理部５による頁めくり動作を図３を用いて以下詳細に説明する。
【００１９】
　まず、顧客が図１右側の挿入口１６より見開いた媒体２を挿入すると、搬送ローラ２に
より当該媒体２をめくり処理部５まで矢印Ａのように搬送する。
【００２０】
　そして、第２の搬送センサ６ｂにより媒体２０を検知すると、図３（ａ）のように所定
の距離、媒体２０を搬送し、図３（ｂ）のように開閉ガイド１２ａおよび１２ｂを開き、
めくりローラアーム１４をアーム支点軸９を支点として矢印Ｋ方向に回動して斜めにし、
図３（ｃ）のようにめくりローラ８を矢印Ｂのように回転させ、図３（ｄ）のように媒体
２０の左側の頁をめくり上げる。
【００２１】
　そして、図３（ｅ）のように、めくりローラアーム１４を直立の状態に戻し、めくりロ
ーラ８のチップ部１０を上側位置に固定し、開閉ガイド１２ａおよび１２ｂを閉じ、媒体
２０を矢印Ａ方向にさらに搬送し頁めくり動作が完了する。
【００２２】
　そして、媒体２０を読取り部４まで搬送して読取り部４により媒体２０の頁マークなど
を読み取り、印字すべき頁かどうかを判定し、印字すべき頁でない場合は印字すべき頁に
なるまで同様に頁めくり動作を繰り返す。
【００２３】
　一方、印字すべき頁であった場合は、印字部３まで搬送し所定の取引履歴などの印字を
行い、図１右側の挿入口１６より媒体２０を顧客に返却する。
【００２４】
　（媒体発行の動作）
　次に、顧客が新規通帳発行を所望し通帳発行取引を選択した場合のスタッカ１５から通
帳等の媒体２０を繰り出す動作について、図４を用いて以下詳細に説明する。まず、所望
とされる種類の媒体２０をスタッカ１５ａ～１５ｄのいずれかから１冊ずつ繰り出す。本
例ではスタッカＣ（１５ｃ）の媒体が所望とされる種類の媒体であり、当該媒体２０を矢
印Ａのように１冊ずつ繰り出した後、矢印Ｂのように搬送させる。
【００２５】
　このとき、めくり処理部５にて詳細後述のずらし動作を行う。そして、ずらし動作を行
った後に、第１の搬送センサ６ａにより媒体２０の先端と後端を検出して媒体２０の長さ
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を検出し当該長さにより重走であるか否かを判定し、重走ではないと判定したときは印字
部３にて所定の印字を行う等の処理を施し挿入口１６から媒体２０を排出する。
【００２６】
　（ずらし動作）
　次に、前述のずらし動作の処理を図５を用いて以下詳細に説明する。まず、図５（ａ）
のように第２の搬送センサ６ｂにて媒体２０ａの先端を検出すると、第２の搬送ローラ２
ｂと第２のプレスローラ７ｂにより媒体２０ａ、２０ｂを挟持してさらに所定の長さＬ１
分搬送し、めくりローラ８の下まで搬送する（ステップＳ０１）。
【００２７】
　そして、図５（ｂ）の矢印Ｃのように開閉ガイド１２ａおよび１２ｂを開く（ステップ
Ｓ０２）。
【００２８】
　次に、図５（ｃ）の矢印Ｄのようにめくりローラアーム１４を傾斜させて媒体２０ａ、
２０ｂ先端にめくりローラ８を圧接させる（ステップＳ０３）。なお、このとき、めくり
ローラアーム１４の傾斜とともにロワガイド１１も回動し、下側の媒体２０ａの先端がロ
ワガイド１１に当接する。
【００２９】
　そして、第２のプレスローラ７ｂを図５（ｄ）の矢印Ｅのように下げ、媒体２０ｂの上
面を搬送ローラ２ｂから離し、媒体２０ａの下面を第２のプレスローラ７ｂに当接させた
状態とする（ステップＳ０４）。なお、以上のステップＳ０２～Ｓ０４の処理の略同時に
行ってもよい。
【００３０】
　次に、図５（ｅ）の矢印Ｆのようにめくりローラ８を所定の時間回転させて、めくりロ
ーラ８に当接している上側の媒体２０ｂを下側の媒体２０ａからずらす（ステップＳ０５
）。このとき、めくりローラ８に当接していない下側の媒体２０ａの下面は第２のプレス
ローラ７ｂに圧接されており、回転しない第２のプレスローラ７ｂにより保持され、また
、下側の媒体２０ａの先端がロワガイド１１に当接するので、上側の媒体２０ｂに引きず
られて移動することがない。
【００３１】
　そして、めくりローラ８により上側の媒体２０ｂをずらした後に、図５（ｆ）の矢印Ｇ
のように、第２のプレスローラ７ｂを上げ（ステップＳ０６）、図５（ｇ）のようにめく
りローラアーム１４を直立の状態に戻し（ステップＳ０７）、図５（ｈ）の矢印Ｈのよう
に開閉ガイド１２ａおよび１２ｂを閉じる（ステップＳ０８）。なお、以上のステップＳ
０６～Ｓ０８の処理の略同時に行ってもよい。
【００３２】
　そして、図５（ｉ）の矢印Ｉのように搬送ローラ２を回転させ矢印Ａのように媒体２０
ｂがずれた状態で搬送させながら、第１の搬送センサ６ａにて上側の媒体２０ｂの先端と
下側の媒体２０ａの後端を検出し、検出したタイミングと搬送速度から媒体長を算出する
（ステップＳ０９）。
【００３３】
　そして、算出した媒体長Ｌｘが、例えば媒体一冊分の長さに所定の長さすなわち媒体長
さのばらつき分αを加算した基準長Ｌａ以上かどうかを判定し（ステップＳ１０）、算出
した媒体長Ｌｘが基準長Ｌａ以上の場合は２冊以上が重なって繰り出されたと判定して搬
送エラーとし媒体２０ａおよび２０ｂをリジェクト部１７に格納する（ステップＳ１１）
。
【００３４】
　一方、算出した媒体長Ｌｘが基準長さＬａより短い場合は正常に１冊ごと繰り出された
と判定し、印字部３による印字等の処理を行い挿入口１６より媒体２０を排出し、顧客が
媒体２０を取り、本処理が終了する（ステップＳ１２）。
【００３５】
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　（実施例１の効果）
　以上のように実施例１の媒体処理装置１によれば、めくり処理部を備え、当該めくり処
理部により冊子状の媒体のページをめくって所定の処理を行う媒体処理装置において、前
記めくり処理部により重走媒体の分離を行うようにしし、或いはさらに、前記めくり処理
部は、めくりローラの搬送上流側の第２の搬送ローラと対向する第２のプレスローラを搬
送路から離れる方向に回動できるようにしたので、新たに分離機構を設ける必要もなく、
また、媒体の厚さが変化した場合でも、確実に分離して重走検知を行うことができる。
【産業上の利用可能性】
【００３６】
　以上述べたように、本発明は、めくり処理部を備え通帳などの冊子状の媒体のページを
めくって所定の処理を行う媒体処理装置に広く用いることができる。
【符号の説明】
【００３７】
１　　媒体処理装置
２、２ａ、２ｂ　搬送ローラ
３　　印字部
４　　読取り部
５　　めくり処理部
６ａ、６ｂ　搬送センサ
８　　めくりローラ
９　　アーム支点
１０　チップ部
１１　ロワガイド
１２ａ、１２ｂ　開閉ガイド
１４　めくりローラアーム
１５ａ～１５ｄ　スタッカ
１６　挿入口
１７　リジェクト部
２０、２０ａ、２０ｂ　媒体
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